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救急救命士法 

 

○第二条 

この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又は

その生命が危険な状態にある傷病者（以下この項及び第四十四条第二項において「重

度傷病者」という。）が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対

して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状

の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをい

う。 

２ この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名

称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。 

 

○第四十四条 

救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救

命処置を行ってはならない。 

２ 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって

厚生労働省令で定めるもの（以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動

車等」という。）以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は

診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救

命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。 

 


